
 

【別表１】法定資格に基づく業務に従事する者（法定資格コード（兼）業務コード） 
① 下記資格に基づく業務に従事する者が対象となります。 
② 算入できる業務従事期間は、下記資格の登録日又は免許交付日以降の期間です。 
③ 業務については、要援護者に対する直接的な対人援助業務が、対象者の本来業務として

明確に位置づけられていることが必要です。 

※ 下記資格を有していても、要援護者に対する直接的な対人援助ではない教育業務、研究
業務、営業、事務等を行っている期間は、実務経験には含まれません。 

コード 区 分 対 象 者 

０１ 医師 
医師として医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向
上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する業務に
従事する者 

０２ 歯科医師 
歯科医師として歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆
衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保す
る業務に従事する者 

０３ 薬剤師 
薬剤師として調剤、医薬品の供給その他薬事衛生を掌ることによ
って、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生
活を確保する業務に従事する者 

０４ 保健師 
保健師として厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用い
て、保健指導に従事する者 

０５ 助産師 
助産師として厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょ
く婦もしくは新生児の保健指導に従事する者 

０６ 看護師 
看護師として厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょ
く婦に対する療養上の世話又は診療の補助に従事する者 

０７ 准看護師 
准看護師として都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又
は看護師の指示を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養
上の世話又は診療の補助に従事する者 

０８ 理学療法士 
理学療法士として厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名
称を用いて、医師の指示の下に、理学療法に従事する者 

０９ 作業療法士 
作業療法士として厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名
称を用いて、医師の指示の下に、作業療法に従事する者 

１０ 視能訓練士 

視能訓練士として厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名
称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対
するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検
査に従事する者 

１１ 義肢装具士 
義肢装具士として厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名
称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型
並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合に従事する者 

１２ 歯科衛生士 

歯科衛生士として厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師（歯科医
業をなすことのできる医師を含む。）の指導の下に、歯牙及び口腔
の疾患の予防処置として次に掲げる行為に従事する者 
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を
機械的操作によって除去すること。 

二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。 
三 歯科保健指導をなすこと。 

１３ 言語聴覚士 

言語聴覚士として厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名
称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者につい
てその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これ
に必要な検査及び助言、指導その他の援助に従事する者 



 

コード 区 分 対 象 者 

１４ 
あん摩マッサ
ージ指圧師 

厚生労働大臣より、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又
はきゅう師免許を受け、あん摩、マッサージもしくは指圧、はり
又はきゅうに従事する者 

１５ はり師 

１６ きゅう師 

１７ 柔道整復師 
柔道整復師として厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復に従事
する者 

１８ 
栄養士（管理
栄養士を含
む） 

〈栄養士〉 
都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導
に従事する者 
〈管理栄養士〉 
厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病
者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄
養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持
増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事
を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の
状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施
設に対する栄養改善上必要な指導等に従事する者 

１９ 社会福祉士 

社会福祉士として登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門
的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があるこ
と又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福
祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者
又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者
との連絡及び調整その他の援助に従事する者 

２０ 介護福祉士 

介護福祉士として登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的
知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることによ
り日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介
護を行い、並びにその者及びその介護者に対する介護に関する指
導に従事する者 
＜注意＞ 
「（地域密着型）通所介護事業所における生活相談員」の業務
は、介護福祉士の資格に基づく業務には該当しませんので、注意
してください。 

２１ 
精神保健福祉
士 

精神保健福祉士として登録を受け、精神保健福祉士の名称を用い
て、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をも
って、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受
け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施
設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の
社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応の
ために必要な訓練その他の援助に従事する者 

 ≪福祉用具専門相談員について≫ 

福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者（保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作

業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士）で、以下のような業務に従事していた場合は、

「要援護者に対する直接的な対人援助業務」に該当します。 

・利用者の心身の状態や生活環境に応じた福祉用具の選定、提案、貸与、販売に係る調整等を行う業

務 

・利用者やその家族に対して、直接的なアセスメント、助言、相談対応を行う業務 

※勤務先が国家資格者として従事している証明書（雇用契約書等）が必要です 

 

 ⇒以下の業務は対象外です。 

 ・単なる物品の管理、配送、倉庫業務 ・利用者対応を伴わない営業や事務業務 

・福祉用具の販売に係る物品取扱いが中心であり、対人援助性を欠く業務 


